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船舶事故調査報告書 

 

                              令和５年１１月１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 令和４年９月２９日 ０９時０５分ごろ 

発生場所 愛媛県今治市枝
えだ

越
ごえ

港南西方沖 

枝越港新北防波堤灯台から真方位２５７°２５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°１２.３′ 東経１３３°０４.２′） 

事故の概要 引船すずらん及び引船第十八幡
や は た

丸は、共に台船 No.１をえい
．．

航して

航行中、第十八幡丸が転覆した。 

第十八幡丸は、主機の濡損等を生じた。 

事故調査の経過 令和４年１０月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 すずらん、１９トン 

２７３－１３３０６愛媛、中村汽船株式会社、海鳳海事有限会

社（船舶借入人、Ａ社） 

１３.４５ｍ×６.００ｍ×１.９０ｍ、鋼 

ディーゼル機関２基、１,４９８kＷ（合計）、平成２７年４月 

Ｂ 引船 第十八幡丸、１０トン 

２７２－１４４６３愛媛、株式会社しおさい、Ａ社（船舶借入

人） 

１１.７０ｍ（Lr）×３.５０ｍ×１.６２ｍ、鋼 

ディーゼル機関、２０５.９５kＷ、平成元年２月 

Ｃ 台船 No.１、約８８３トン 

なし、株式会社しおさい 

５０.０ｍ×２０.０ｍ×２.５ｍ、鋼 

機関なし、平成１８年（建造年） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ６７歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５１年７月３０日 

免許証交付日 令和元年９月１９日 

（令和７年１月９日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ７８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 
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免許登録日 昭和５０年１１月２６日 

免許証交付日 令和２年３月２３日 

（令和７年７月３日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 主機及び航海機器に濡損 

Ｃ なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波向 北東、波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び航海士１人（以下「航海士Ａ」という。）が乗

り組み、Ｂ船は、船長Ｂ及び航海士１人（以下「航海士Ｂ」とい

う。）が乗り組み、作業員２人が乗って鋼材約１５０ｔを積んだＣ船

を今治市伯方
は か た

島所在の造船所（以下「造船所」という。）内の岸壁か

ら別の岸壁まで移動させる目的で、Ｂ船の船尾からＣ船の船首に長さ

約２５ｍのえい
．．

航索を繋
つな

ぐとともに、Ａ船の船首からＣ船の左舷後部

のボラード（以下「本件ボラード」という。）に長さ約６ｍのロープ

（以下「本件ロープ」という。）を取り、引船列（以下「Ｂ船引船

列」という。）を構成した。 

Ｃ船は、造船所内の岸壁に右舷部を係留していた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 移動前のＢ船引船列の状況図 

 

Ａ船は、Ｃ船の左舷方向を向き、Ｃ船に移乗した船長Ａがトラン 

シーバーにより合図を出し、令和４年９月２９日０９時００分ごろ航

海士Ａが手動操舵で主機を後進運転としてＣ船を岸壁から引き出し

た。 

Ｂ船は、船長Ｂが、Ａ船によってＣ船が引き出されたのを見て、主

機を前進運転としてＣ船のえい
．．

航を始めた。 

Ｂ船引船列は、約１９３°（真方位、以下同じ。）の針路及び約 

２.０ノットの対地速力で航行中、０９時０３分ごろ、枝越港新北防

波堤灯台から２３７°１９０ｍ付近で、船長Ｂが、Ｂ船の操舵室の中

央に立って手動操舵で操船中、目的の岸壁に向けてゆっくり右回頭を

えい
．．

航中のＢ船 

係留中の

Ｃ船 

係留中のＡ船 造船所内の岸壁 

係留中のＢ船 
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開始した。 

Ａ船は、Ｂ船の前進行きあしを必要に応じて調節することができる

ように、本件ボラードに取ってあった本件ロープをＣ船の船尾の他の

ボラードに取り直すこととしていたが、えい
．．

航開始によって既に本件

ロープに張力が掛かっており、本件ロープを本件ボラードから取り外

すことができなかった。 

航海士Ａは、本件ロープに掛かった張力を緩めようとして主機を前

進運転としたが、緩めることができず、主機を中立運転とした後、船

長Ａと操船を交替することになり、船長ＡがＡ船に戻った。 

船長Ａは、引き続き本件ロープに掛かった張力を緩めようと、右回

頭するＢ船引船列に合わせて右舵１５°を取り、主機を前進運転とし

たところ、本件ロープでＣ船をＣ船の船首方向に引き、Ａ船の右舷船

首部がＣ船の左舷後部を押す状態となったことに気付いた。 

Ｃ船は、Ｂ船よりも速力が大きくなり、西北西方の針路でＢ船に接

近した。 

Ｂ船は、０９時０５分ごろ、船長Ｂが、舵を中央に戻して北北西進

中、右舷後方を見たところ、Ｃ船がＢ船に接近するのを認め、衝突の

危険を感じたものの、どうすることもできず、Ｃ船の船首部が右舷船

尾部に衝突して同船尾部を押し下げ、海水が左舷側の機関室出入口等

から浸入し、左舷側に大きく傾斜して転覆した。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 衝突時の状況図 

 

船長Ｂは、Ｂ船が左舷側に傾斜中、航海士Ｂと共に海に飛び込んだ

後、本件ロープが外れたＡ船に航海士Ｂと共に救助され、造船所及び

Ａ社に連絡し、Ａ社が海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

Ａ船は、転覆した状態のＢ船を造船所に隣接する工場までえい
．．

航

し、Ｂ船は同工場のクレーンで陸揚げされた。 

Ｂ船は、燃料油が流出したが、造船所等がオイルフェンスを展張し

て油吸着マット等で流出油を回収した。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ Ｂ船、写真２ Ａ船、写真

３ Ｃ船 参照） 

Ｂ船 

Ｃ船 

Ａ船 
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 その他の事項 Ａ船の喫水は、船首約１.５ｍ、船尾約２.０ｍであった。 

Ｂ船の喫水は、船首約０.５ｍ、船尾約１.６ｍであった。 

Ｃ船の喫水は、船首尾約０.５ｍの等喫水であった。 

本件ロープは、本件ボラードにアイが掛けられ、Ａ船の船首部にあ

るクロスビットに巻かれていた。 

船長Ａは、本事故時と同様のえい
．．

航作業については、Ａ社で約６か

月の経験を有しており、令和４年８月からＡ船の船長に就いていた。 

船長Ｂは、本事故時と同様のえい
．．

航作業については、Ａ社の船長と

して約１５年の経験を有していた。 

船長Ｂは、Ａ船が本件ロープをＣ船の船尾の他のボラードに取り直

したことを確認してからえい
．．

航を始めれば良かったと本事故後に思っ

た。 

船長Ａは、本件ロープが本件ボラードから取り外すことができない

旨を船長Ｂにトランシーバーで伝えていれば良かったと本事故後に 

思った。 

Ａ船の乗組員、Ｂ船の乗組員及びＣ船の作業員は、本事故時と同様

のえい
．．

航作業を何度も行ったことがあったが、ふだんからトランシー

バーを余り使用していなかった。 

Ｃ船の作業員は、本事故時、本件ロープを本件ボラードから取り外

す作業が割り振られていた。 

船長Ａは、本事故時、Ｃ船に経験の豊富な作業員が休暇中で乗って

いなかったので、経験の浅い作業員２人は本件ロープを本件ボラード

から取り外す時機を逸したと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり、Ｃ あり 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ船及びＢ船は、枝越港南西方沖において、Ｃ船をえい
．．

航中、Ｃ船

の左舷後部に本件ロープを取っていたＡ船がＢ船の前進行きあしを必

要に応じて調節することができるよう本件ボラードに取ってあった本

件ロープをＣ船の船尾の他のボラードに取り直そうとした際、船長Ａ

が、本件ロープに掛かった張力を緩めようと、右回頭するＢ船引船列

に合わせて右舵１５°を取り、主機を前進運転としたことから、Ａ船

が本件ロープでＣ船の左舷後部を押す状態となってＣ船に前進行きあ

しが加わり、Ｂ船よりもＣ船の速力が大きくなり、Ｃ船の船首部がＢ

船の右舷船尾部に衝突して海水がＢ船左舷側の機関室出入口等から浸

入し、Ｂ船が左舷側に大きく傾斜して転覆したものと考えられる。 

船長Ａは、Ｂ船のえい
．．

航開始によって既に本件ロープに張力が掛 

かっており、本件ロープが本件ボラードから取り外すことができない

状態であったことから、本件ロープに掛かった張力を緩めようと、右
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回頭するＢ船引船列に合わせて右舵１５°を取り、主機を前進運転と

したものと考えられる。 

船長Ａは、Ｃ船に経験の豊富な作業員が休暇中で乗っていない中、

経験の浅い作業員２人が本件ロープを本件ボラードから取り外す時機

を逸したことから、無理に本件ロープに掛かった張力を緩めようとし

たものと考えられる。 

船長Ａは、ふだんからトランシーバーを余り使用していなかったこ

とから、本件ロープが本件ボラードから取り外すことができない旨を

船長Ｂにトランシーバーで伝えていなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船及びＢ船が、枝越港南西方沖において、Ｃ船をえい
．．

航中、Ｃ船の左舷後部に本件ロープを取っていたＡ船がＢ船の前進行

きあしを必要に応じて調節することができるよう本件ボラードに取っ

てあった本件ロープをＣ船の船尾の他のボラードに取り直そうとした

際、船長Ａが、本件ロープに掛かった張力を緩めようと、右回頭する

Ｂ船引船列に合わせて右舵１５°を取り、主機を前進運転としたた

め、Ａ船が本件ロープでＣ船の左舷後部を押す状態となってＣ船に前

進行きあしが加わり、Ｂ船よりもＣ船の速力が大きくなり、Ｃ船の船

首部がＢ船の右舷船尾部に衝突し、Ｂ船が左舷側に大きく傾斜して転

覆したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・引船の船長は、えい
．．

航中、被えい船からロープを取り外す場合、

引船列を停船した後にロープを取り外すこと。 

・引船列の船長等は、えい
．．

航作業中、作業に支障が生じた場合、ト

ランシーバー等で互いの情報を共有すること。 

・引船の船長は、えい
．．

航を行う際、事前にトランシーバー等で作業

の状況を確認してからえい
．．

航を始めること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島県 

愛媛県 

伯方島 

枝越港新北防波堤灯台 

伯方島 

事故発生場所 

（令和４年９月２９日 ０９時０５分ごろ発生） 

枝越港新北防波堤灯台 

造船所 

岸壁 

別の岸壁 

右回頭を開始した場所 
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写真１ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ｃ船 
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